
愛知県特別養護老人ホーム標準入所指針について（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心身の状況や置かれている環境等

の事情に照らして居宅において日常

生活を営むことが困難なことについ

てやむを得ない事由があると認めら

れる場合 

○ 要介護３～５の方については、従来どおりの取扱により、「入所者の選考に係る委員会」による合議により入所の優先順位を決定。 

○ 要介護１・２の方については、入所を申し込むこと自体を妨げるものではないが、「入所者の選考に係る委員会」に諮るためには「居宅において 

日常生活を営むことについてやむを得ない事由」が必要。 

その判断の際には、施設と保険者市町村との間で必要な情報共有等の実施。 

○ その上で、「申込者」全体の中で「入所者の選考に係る委員会」において「介護の必要の程度」や「家族の状況」等を勘案して、最終的な入所者を

決定 

 

要介護３～５ 要介護１・２の特例入所対象者 

 

施設から申込者の 

入所に係る意見照会 

申込者の状況について、 

保険者市町村として意見書

を提出 

入所者の選考に係る委員会による合議、入所の優先順位決定 

入所決定 

従前どおりの取扱 

 

【考慮すべき事項】 

① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような 

症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること 

② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような 

症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること 

③ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により 

家族等による支援が期待できず､かつ､地域での介護サービスや 

生活支援の供給が不十分であること 

 

 
 

【市町村の適切な関与】 

 

① 入所申込に当たって、施設は入所申込者に対してその理由な 

ど必要な情報の記載を求める 

 

② 施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該 

入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに 

当たって参考となる事項について意見を求める。 

③ ②の求めに応じ、保険者市町村は、地域居宅サービスや生活 

支援などの提供体制に関する地域の状況や担当の介護支援専門 

員から居宅等における生活の困難度の個別の状況聴取内容を 

踏まえて、特例入所対象該当性について施設に対して意見書を

提出する。 

 

施設入所申し込み 

 

保険者市町村 

 


